
県では、令和5年度新規事業として「診療所承継支援
事業（補助事業）」を実施します。

事業者の公募にあたり、県の補助事業の概要説明や、
医業経営の専門アドバイザーによる講演を行います。

どうぞお気軽にご参加ください！

日時：令和5年11月30日（木）19時から（90分程度）

開催方法：オンライン形式（Zoom）

対象：千葉県内での診療所の承継に関心のある方

内容
・千葉県の補助事業の概要説明
・講演「医業承継の勘所」

講師 根本 清規 氏

申込方法

電子申請又はファクスでお申し込みください。※

※参加ご希望の方にはZoomのURLをお送りしますので開催前日までにお申し込みください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=25096

株式会社ＪＰコンサルタンツ 医業経営事業部 顧問

公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 前副会長

認定登録 医業経営コンサルタント（第2815号）

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉部 医療整備課 医師確保・地域医療推進室
電話：043-223-3902 FAX：043-221-7379
メール：d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp

※ 新規事業の補助対象者は「承継を受ける予定の方」ですが、講演の内
容は承継を行ううえでのポイントの解説等です。「承継したいと考え
ている方」もぜひ、御参加ください。

【補助事業の概要】
・補助対象者：医科の診療所の

承継（親族承継を除く）を
予定している方

・補助金上限額：1,000千円
（補助率10/10）


